
 

知多市みんなで支え合う防災減災推進基本条例逐条解説 新旧対照表 

新 旧 

第５条 第２ 解釈・運用 第５条 第２ 解釈・運用 

（第１項第４号関係） （第１項第４号関係） 

４ 「飲料水、食糧、医薬品その他の生活必需品」とは、次のもの

をいいます。 

４ 「飲料水、食糧、医薬品その他の生活必需品」とは、次のもの

をいいます。 

 第１号から第５号まで （略）  第１号から第５号まで （略） 

 (6) 感染症の予防及び拡大防止に必要な物資 

   マスク、消毒液、体温計等 

 （新設） 

 (7) （略）  (6) （略） 

第６条 第２ 解釈・運用 第６条 第２ 解釈・運用 

（第１項第３号関係） （第１項第３号関係） 

３ 「防災用資機材等」とは、次のものをいいます。 ３ 「防災用資機材等」とは、次のものをいいます。 

 第１号から第６号まで （略）  第１号から第６号まで （略） 

 (7) 避難所関係  (7) 避難所関係 

   発電機、投光機、簡易トイレ、寝袋、簡易コンロ、電工ドラ

ム、マスク、消毒液、体温計等 

   発電機、投光機、簡易トイレ、寝袋、簡易コンロ、電工ドラ

ム            等 

第１５条 第２ 解釈・運用 第１５条 第２ 解釈・運用 

（第１項第２号関係） （第１項第２号関係） 

３ 「飲料水、食糧その他避難生活に必要な物資の備蓄」とは、次

に掲げる物資を、市と自主防災組織が連携し、それぞれの責務と

役割のもとで備蓄することをいいます。 

３ 「飲料水、食糧その他避難生活に必要な物資の備蓄」とは、次

に掲げる物資を、市と自主防災組織が連携し、それぞれの責務と

役割のもとで備蓄することをいいます。 

 第１号から第１３号まで （略）  第１号から第１３号まで （略） 

 (14) マスク、消毒液、体温計、ゴム手袋、フェイスシールド、防

護服 

 （新設） 

  



 

新 旧 

第１６条 第２ 解釈・運用 第１６条 第２ 解釈・運用 

１から３まで 略 １から３まで 略 

（第４項関係）  （新設） 

４ 「避難所における感染症対策」とは、避難者の健康状態の確認、

手洗い等の適切な感染防止対策の徹底、衛生環境の確保、十分な

換気の実施、スペースの確保、症状が出た者のための専用スペー

スの確保等をいいます。 

  

（第５項関係） （第４項関係） 

５ （略） ４ （略） 

６ ここでいう「避難」は、感染症対策の一環としての、いわゆる

分散避難（避難所の過密状態を防ぐため、可能な場合に親戚・知

人宅等へ避難すること）を含みます。 

 （新設） 

 

 


